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東京都市計画防災街区整備方針（案） 

 

Ⅰ 本方針の目的・効果等 

 

１ 策定の目的 

東京には、都心や副都心等の商業・業務地域を除けば、老朽木造建築物の密度が高く、道路・公園等の公共空間が乏し

い木造住宅密集地域が広範に存在している。 

このような木造住宅密集地域では、震災時の老朽建築物の倒壊や大規模な市街地火災等から、人々の生命と暮らしを守

るため、防災都市づくりの推進に努め、災害に強いまちづくりを行っていくことが重要である。 

具体的には、都は、市街地火災の延焼を阻止する機能を確保するための延焼遮断帯の形成や、建築物等の不燃化や共同

化の促進による安全で良質な市街地の形成、円滑な消火・救援や避難に必要な機能を確保するための道路・公園等の整備、

無電柱化による閉塞防止など、防災都市づくりの取組を進めていく必要がある。 

また、防災都市づくりの取組は、首都直下地震への備えに併せ、「未来の東京」戦略で示す方向性や、都市づくりのグラ

ンドデザインで示す 2040年代の都市像や将来像の実現に向け、人口減少、超高齢化の進行に加え、新たな感染症の脅威な

ど、様々な課題を解決しながら展開する都市づくりに寄与していく必要がある。 

 防災街区整備方針は、このような防災都市づくりの推進に向け、防災上危険性の高い木造住宅密集地域について、計画

的な再開発又は開発整備により、延焼防止機能及び避難機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用が図られる防災街区の 

整備を促進し、安全で安心して住め、かつ魅力的な街並みの住宅市街地への再生を図るために策定するものである。

変 更 案 
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